
 

 

 

 

令 和 ８ 年 

 

西条市議会第４回６月定例会提出議案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西   条   市 

 



 

  



 

目     次 

 

議案第３４号 西条市税条例の一部を改正する条例の専決処分 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

議案第３５号 令和８年度西条市一般会計補正予算（第１回） 

の専決処分について ・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 

議案第３６号 令和８年度西条市一般会計補正予算（第２回） 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別冊 

議案第３７号 令和８年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第１回）について ・・・・・・・・・・・・・・  〃 

議案第３８号 令和８年度西条市介護保険特別会計補正予算 

       （第１回）について ・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

議案第３９号 令和８年度西条市後期高齢者医療保険特別会計 

補正予算（第１回）について ・・・・・・・・・・・  〃 

議案第４０号 財産の取得について ・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

議案第４１号 財産の取得について ・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

議案第４２号 字の新設及び区域の変更について ・・・・・・・・・ ５１ 

議案第４３号 字の区域の変更について ・・・・・・・・・・・・・ ５５ 

議案第４４号 土地改良事業の施行について ・・・・・・・・・・・ ５９ 

議案第４５号 特定事業契約の一部変更について ・・・・・・・・・ ６３ 

議案第４６号 西条市行政手続条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７ 

議案第４７号 西条市税条例の一部を改正する条例について・・・・・ ７３ 

議案第４８号 西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条 

例について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

議案第４９号 西条市介護保険条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９ 

議案第５０号 西条市印鑑条例の一部を改正する条例について・・・・１２３ 

議案第５１号 西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正 

する条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・１２７ 

報告第 ４ 号 令和７年度西条市繰越明許費繰越計算書につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３１ 

報告第 ５ 号 令和７年度西条市公共下水道事業会計予算繰越 

計算書について ・・・・・・・・・・・・・・・・・１３７ 

報告第 ６ 号 西条市土地開発公社の経営状況について ・・・・・・１４１ 

報告第 ７ 号 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況につい 



 

       て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３ 

報告第 ８ 号 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４５ 

報告第 ９ 号 市道百軒巷１号線の道路の側溝蓋不全による物 

損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専 

決処分について ・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７ 

報告第１０号 物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の 

専決処分について ・・・・・・・・・・・・・・・・１５１ 

報告第１１号 物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の 

       専決処分について ・・・・・・・・・・・・・・・・１５５ 

報告第１２号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・・・１５９ 

 



議案第３４号 

 

西条市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 
西条市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求める。  
 

令和８年６月９日提出  
 

西条市長  越 智 三 義 
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専決第７号 

 

専決処分書 

 

西条市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月３１日 

 

西条市長職務代理者 

西条市副市長  明 比 卓 志 
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西条市税条例の一部を改正する条例 

西条市税条例（平成１６年西条市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和

２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）第１条の９第２号に

規定する事項は、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条第

１項に規定する検査対象軽自動車又は

２輪の小型自動車について天災その他

やむを得ない事由により軽自動車税を

滞納している場合においてその旨とす

る。 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和

２９年総理府令第２３号。以下「施行

規則」という。）第１条の９第２号に

規定する事項は、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条第

１項に規定する検査対象軽自動車又は

２輪の小型自動車について天災その他

やむを得ない事由により種別割  を

滞納している場合においてその旨とす

る。 

（納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金） 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者

は、第４０条、第４６条、第４６条の

２若しくは第４６条の５（第５３条の

７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４７条

の４第１項（第４７条の５第３項にお

いて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４８条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項

の申告書に係る部分を除く。）、第５３

条の７、第６７条           

 、第８３条第２項、第９８条第１項

若しくは第２項、第１０２条第２項、

第１０５条、第１３９条第１項又は第

１４５条第３項に規定する納期限後に

その税金を納付し、又は納入金を納入

する場合には、当該税額又は納入金額

第１９条 納税者又は特別徴収義務者

は、第４０条、第４６条、第４６条の

２若しくは第４６条の５（第５３条の

７の２において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４７条

の４第１項（第４７条の５第３項にお

いて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４８条第１項（法

第３２１条の８第３４項及び第３５項

の申告書に係る部分を除く。）、第５３

条の７、第６７条、第８１条の６第１

項、第８３条第２項、第９８条第１項

若しくは第２項、第１０２条第２項、

第１０５条、第１３９条第１項又は第

１４５条第３項に規定する納期限後に

その税金を納付し、又は納入金を納入

する場合には、当該税額又は納入金額
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にその納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とす

る。以下第１号、第２号及び第５号に

おいて同じ。）の翌日から納付又は納

入の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（次の各号に掲げる

税額の区分に応じ、第１号から第４号

までに掲げる期間並びに第５号及び第

６号に定める日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付書によって納付し、又

は納入書によって納入しなければなら

ない。 

にその納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限とす

る。以下第１号、第２号及び第５号に

おいて同じ。）の翌日から納付又は納

入の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（次の各号に掲げる

税額の区分に応じ、第１号から第４号

までに掲げる期間並びに第５号及び第

６号に定める日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付書によって納付し、又

は納入書によって納入しなければなら

ない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2)               第

９８条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１３９条第１項の申告書に

係る税額（第４号に掲げる税額を除

く。） 当該税額に係る納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間 

(2) 第８１条の６第１項の申告書、第

９８条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１３９条第１項の申告書に

係る税額（第４号に掲げる税額を除

く。） 当該税額に係る納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間 

(3)               第

９８条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１３９条第１項の申告書で

その提出期限後に提出したものに係

る税額 当該提出した日までの期間

又はその日の翌日から１月を経過す

る日までの期間 

(3) 第８１条の６第１項の申告書、第

９８条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１３９条第１項の申告書で

その提出期限後に提出したものに係

る税額 当該提出した日までの期間

又はその日の翌日から１月を経過す

る日までの期間 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定す

る特定配当等（次項及び      

  第３４条の９において「特定配当

３ 法第２３条第１項第１５号に規定す

る特定配当等（以下この項及び次項並

びに第３４条の９において「特定配当
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等」という。）（同号ロに掲げるものを

除く。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者に係る総所得金額

は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

等」という。）          

                に

係る所得を有する者に係る総所得金額

は、当該特定配当等に係る所得の金額

を除外して算定する。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第８０条 軽自動車税は、軽自動車等に

対し、その所有者に課する。 

第８０条 軽自動車税は、３輪以上の軽

自動車に対し、当該３輪以上の軽自動

車の取得者に環境性能割によって、軽

自動車等に対し、当該軽自動車等の所

有者に種別割によって課する。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車

の取得者には、法第４４３条第２項に

規定する者を含まないものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条

第１項の規定により軽自動車税を課す

ることができない者である場合には、

前項 の規定にかかわらず、当該軽自

動車等の使用者に軽自動車税を課す

る。ただし、公用又は公共の用に供す

る軽自動車等については、この限りで

はない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条

第１項の規定により種別割  を課す

ることができない者である場合には、

第１項の規定にかかわらず、その使用

者に             課す

る。ただし、公用又は公共の用に供す

る軽自動車等については、これを課さ

ない  。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第８１条 軽自動車等の売買契約におい

て売主が当該軽自動車等の所有権を留

保している場合には、買主を軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を

課する。 

第８１条 軽自動車等の売買契約におい

て売主が当該軽自動車等の所有権を留

保している場合には、軽自動車税の賦

課徴収については、買主を前条第１項

に規定する３輪以上の軽自動車の取得

者（以下この節において「３輪以上の

軽自動車の取得者」という。）又は軽

自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約

に係る軽自動車等について、買主の変

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約

に係る軽自動車等について、買主の変
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更があったときは、新たに買主となる

者を               

軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

更があったときは、新たに買主となる

者を３輪以上の軽自動車の取得者又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

 ３ 法第４４４条第３項に規定する販売

業者等（以下この項において「販売業

者等」という。）が、その製造により

取得した３輪以上の軽自動車又はその

販売のためその他運行（道路運送車両

法第２条第５項に規定する運行をい

う。次項において同じ。）以外の目的

に供するため取得した３輪以上の軽自

動車について、当該販売業者等が、法

第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定を受けた場合（当該車両番号の

指定前に第１項の規定の適用を受ける

売買契約の締結が行われた場合を除

く。）には、当該販売業者等を３輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、環

境性能割を課する。 

 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車

を取得した者が、当該３輪以上の軽自

動車を法の施行地内に持ち込んで運行

の用に供した場合には、当該３輪以上

の軽自動車を運行の用に供する者を３

輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

 （環境性能割の課税標準） 

  第８１条の３ 環境性能割の課税標準

は、３輪以上の軽自動車の取得のため

に通常要する価額として施行規則第１

５条の１０に定めるところにより算定

した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

 第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以
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上の軽自動車に対して課する環境性能

割の税率は、当該各号に定める率とす

る。 

 (1) 法第４５１条第１項（同条第４項

又は第５項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受けるもの

 １００分の１ 

 (2) 法第４５１条第２項（同条第４項

又は第５項において準用する場合を

含む。）の規定の適用を受けるもの

 １００分の２ 

 (3) 法第４５１条第３項の規定の適用

を受けるもの １００分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

 第８１条の５ 環境性能割の徴収につい

ては、申告納付の方法によらなければ

ならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

 第８１条の６ 環境性能割の納税義務者

は、法第４５４条第１項各号に掲げる

３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当

該各号に定める時又は日までに、施行

規則第３３号の４様式による申告書を

市長に提出するとともに、その申告に

係る環境性能割額を納付しなければな

らない。 

 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境

性能割の納税義務者を除く。）は、法

第４５４条第１項各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める時又は日まで

に、施行規則第３３号の４様式による

報告書を市長に提出しなければならな

い。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する
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過料） 

 第８１条の７ 環境性能割の納税義務者

が前条の規定により申告し、又は報告

すべき事項について正当な事由がなく

て申告又は報告をしなかった場合に

は、その者に対し、１０万円以下の過

料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市

長が定める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合におい

て発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から１０日以内と

する。 

 （環境性能割の減免） 

 第８１条の８ 市長は、公益のため直接

専用する３輪以上の軽自動車又は第９

０条第１項各号に掲げる軽自動車等

（３輪以上のものに限る。）のうち必

要と認めるものに対しては、環境性能

割を減免する。 

 ２ 前項の規定による環境性能割の減免

を受けるための手続その他必要な事項

については、規則で定める。 

（軽自動車税の税率） （種別割  の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する軽自動車税の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割  の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略）  

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割  の賦課期日及び納期） 

第８３条 軽自動車税の賦課期日は、４

月１日とする。 

第８３条 種別割  の賦課期日は、４

月１日とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月１日から

同月３１日までとする。 

２ 種別割  の納期は、５月１日から

同月３１日までとする。 
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（軽自動車税の徴収の方法） （種別割  の徴収の方法） 

第８５条 軽自動車税は、普通徴収の方

法によって徴収する。 

第８５条 種別割  は、普通徴収の方

法によって徴収する。 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割  に関する申告又は報告） 

第８７条 軽自動車税の納税義務者であ

る軽自動車等の所有者又は使用者（以

下この節において「軽自動車等の所有

者等」という。）は、軽自動車等の所

有者等となった日から１５日以内に、

軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第３

３号の４様式  による申告書並びに

原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則

第３３号の５様式による申告書及び 

その者の住所を証明すべき書類を市長

に提出しなければならない。 

第８７条 種別割  の納税義務者であ

る軽自動車等の所有者又は使用者（以

下この節において「軽自動車等の所有

者等」という。）は、軽自動車等の所

有者等となった日から１５日以内に、

軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第３

３号の４の２様式による申告書、原動

機付自転車  及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則

第３３号の５様式による申告書並びに

その者の住所を証明すべき書類を市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該

申告事項について変更があった場合に

おいては、その事由が生じた日から１

５日以内に、当該変更があった事項に

ついて軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあっては施行規

則第３３号の４様式  による申告書

並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第３３号の５様式による申告書

を市長に提出しなければならない。た

だし、次項の規定により申告書を提出

すべき場合については、この限りでな

い。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該

申告事項について変更があった場合に

おいては、その事由が生じた日から１

５日以内に、当該変更があった事項に

ついて軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者については施行規

則第３３号の４の２様式による申告書

並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者については施

行規則第３３号の５様式による申告書

を市長に提出しなければならない。た

だし、次項の規定により申告書を提出

すべき場合については、この限りでな

い。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった

者は、軽自動車等の所有者等でなくな

った日から３０日以内に、軽自動車及

び２輪の小型自動車の所有者又は使用

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった

者は、軽自動車等の所有者等でなくな

った日から３０日以内に、軽自動車及

び２輪の小型自動車の所有者又は使用
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者にあっては施行規則第３３号の４様

式  による申告書並びに原動機付自

転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３４号様

式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

者については施行規則第３３号の４の

２様式による申告書、原動機付自転車

  及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者については施行規則第３４号様

式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

４ （略） ４ （略） 

（軽自動車税に係る不申告等に関する

過料） 

（種別割  に係る不申告等に関する

過料） 

第８８条 （略） 第８８条 （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

（軽自動車税の減免） （種別割  の減免） 

第８９条 市長は、公益のため直接専用

する軽自動車等のうち必要と認めるも

のに対しては、軽自動車税を減免す

る。 

第８９条 市長は、公益のため直接専用

する軽自動車等のうち必要と認めるも

のに対しては、種別割  を減免す

る。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減

免を受けようとする者は、納期限前７

日までに、当該軽自動車等について減

免を受けようとする税額及び次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要

とする事由を証明する書類を添付し、

これを市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定によって種別割  の減

免を受けようとする者は、納期限前７

日までに、当該軽自動車等について減

免を受けようとする税額及び次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要

とする事由を証明する書類を添付し、

これを市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

３ 第１項の規定によって軽自動車税の

減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市

長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって種別割  の

減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市

長に申告しなければならない。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の

減免） 

（身体障害者等に対する種別割  の

減免） 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対して

は、軽自動車税を減免する。 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対して

は、種別割  を減免する。 
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(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車

税の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、市長に対して、身体

障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付され

た身体障害者手帳（戦傷病者特別援護

法（昭和３８年法律第１６８号）第４

条の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあっては、戦傷

病者手帳とする。以下この項において

「身体障害者手帳」という。）、厚生労

働大臣が定めるところにより交付され

た療育手帳（以下この項において「療

育手帳」という。）又は精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）第４５条の規定

により交付された精神障害者保健福祉

手帳（以下この項において「精神障害

者保健福祉手帳」という。）及び道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体

障害者若しくは身体障害者等と生計を

一にする者若しくは身体障害者等（身

体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者の運転免

許証（以下この項において「運転免許

証」という。）又はこれらの者の特定

免許情報（同法第９５条の２第２項に

規定する特定免許情報をいう。次項に

おいて同じ。）が記録された免許情報

記録個人番号カード（同法第９５条の

２第４項に規定する免許情報記録個人

番号カードをいう。次項において同

２ 前項第１号の規定によって種別割 

 の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、市長に対して、身体

障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付され

た身体障害者手帳（戦傷病者特別援護

法（昭和３８年法律第１６８号）第４

条の規定により戦傷病者手帳の交付を

受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあっては、戦傷

病者手帳とする。以下この項において

「身体障害者手帳」という。）、厚生労

働大臣が定めるところにより交付され

た療育手帳（以下この項において「療

育手帳」という。）又は精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）第４５条の規定

により交付された精神障害者保健福祉

手帳（以下この項において「精神障害

者保健福祉手帳」という。）及び道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体

障害者若しくは身体障害者等と生計を

一にする者若しくは身体障害者等（身

体障害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者の運転免

許証（以下この項において「運転免許

証」という。）又はこれらの者の特定

免許情報（同法第９５条の２第２項に

規定する特定免許情報をいう。次項に

おいて同じ。）が記録された免許情報

記録個人番号カード（同法第９５条の

２第４項に規定する免許情報記録個人

番号カードをいう。次項において同
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じ。）を提示するとともに、次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

じ。）を提示するとともに、次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項第２号の規定によって軽自動

車税の減免を受けようとする者は、納

期限前７日までに、市長に対して、当

該軽自動車等の提示（市長が、当該軽

自動車等の提示に代わると認める書類

の提出がある場合には、当該書類の提

出）をするとともに、前条第２項各号

に掲げる事項を記載した申請書を提出

しなければならない。 

４ 第１項第２号の規定によって種別割

   の減免を受けようとする者は、納

期限前７日までに、市長に対して、当

該軽自動車等の提示（市長が、当該軽

自動車等の提示に代わると認める書類

の提出がある場合には、当該書類の提

出）をするとともに、前条第２項各号

に掲げる事項を記載した申請書を提出

しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定

によって軽自動車税の減免を受けてい

る者について準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定

によって種別割  の減免を受けてい

る者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車

の標識の交付等） 

第９１条 （略） 第９１条 （略） 

２ 法第４４５条若しくは第８１条の２

又は第８０条第２項ただし書の規定に

よって軽自動車税を課することのでき

ない原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者は、その主たる

定置場が、市内に所在することとなっ

たときは、その事由が発生した日から

１５日以内に、市長に対し、標識交付

申請書を提出し、かつ、当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車の提示をし

て、その車体に取り付けるべき標識の

交付を受けなければならない。軽自動

車税を課されるべき原動機付自転車又

は小型特殊自動車が法第４４５条若し

２ 法第４４５条若しくは第８１条の２

又は第８０条第３項ただし書の規定に

よって種別割  を課することのでき

ない原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者は、その主たる

定置場が、市内に所在することとなっ

たときは、その事由が発生した日から

１５日以内に、市長に対し、標識交付

申請書を提出し、かつ、当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車の提示をし

て、その車体に取り付けるべき標識の

交付を受けなければならない。種別割

  を課されるべき原動機付自転車又

は小型特殊自動車が法第４４５条若し

12



くは第８１条の２又は第８０条第２項

ただし書の規定によって軽自動車税を

課されないこととなったときにおける

当該原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者についても、ま

た同様とする。 

くは第８１条の２又は第８０条第３項

ただし書の規定によって種別割  を

課されないこととなったときにおける

当該原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者についても、ま

た同様とする。 

３～６ （略）  ３～６ （略）  

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の

交付を受けた者は、当該原動機付自転

車若しくは小型特殊自動車の主たる定

置場が市内に所在しないこととなった

とき、当該原動機付自転車若しくは小

型特殊自動車を所有し若しくは使用し

ないこととなったとき、又は当該原動

機付自転車若しくは小型特殊自動車に

対して軽自動車税が課されることとな

ったときは、その事由が発生した日か

ら１５日以内に、市長に対し、その標

識及び証明書を返納しなければならな

い。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の

交付を受けた者は、当該原動機付自転

車若しくは小型特殊自動車の主たる定

置場が市内に所在しないこととなった

とき、当該原動機付自転車若しくは小

型特殊自動車を所有し若しくは使用し

ないこととなったとき、又は当該原動

機付自転車若しくは小型特殊自動車に

対して種別割  が課されることとな

ったときは、その事由が発生した日か

ら１５日以内に、市長に対し、その標

識及び証明書を返納しなければならな

い。 

８、９ （略）  ８、９ （略） 

附 則 附 則 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

 第７条の３ 平成２０年度から平成２８

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条

又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規

定する居住年（次条において「居住年

」という。）が平成１１年から平成１

８年までの各年である場合に限る。）

においては、法附則第５条の４第６項

に規定するところにより控除すべき額
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（第３項において「市民税の住宅借入

金等特別税額控除額」という。）を、

当該納税義務者の第３４条の３及び第

３４条の６の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３４条の８及び第３４条の９第１

項の規定の適用については、第３４条

の８中「前２条」とあるのは「前２条

並びに附則第７条の３第１項」と、同

項中「前３条」とあるのは「前３条並

びに附則第７条の３第１項」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の

納税義務者が、当該年度の初日の属す

る年の３月１５日までに、施行規則で

定めるところにより、同項の規定の適

用を受けようとする旨及び市民税の住

宅借入金等特別税額控除額の控除に関

する事項を記載した市民税住宅借入金

等特別税額控除申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたものを含

む。）を、市長に提出した場合（法附

則第５条の４第９項の規定により税務

署長を経由して提出した場合を含む。

）に限り、適用する。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

 

第７条の３   平成２２年度から令和

２０年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第４

１条又は第４１条の２の２の規定の適

用を受けた場合（同法第４１条第１項

に規定する居住年が  平成２１年か

第７条の３の２ 平成２２年度から令和

２０年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年

分の所得税につき租税特別措置法第４

１条又は第４１条の２の２の規定の適

用を受けた場合（居住年が平成１１年

から平成１８年まで又は平成２１年か
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ら令和７年までの各年である場合に限

る。）には            

           、法附則第５

条の４第５項 （同条第７項の規定に

より読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除す

べき額を、当該納税義務者の第３４条

の３及び第３４条の６の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

ら令和７年までの各年である場合に限

る。）において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第５項（同条第７項の規定に

より読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除す

べき額を、当該納税義務者の第３４条

の３及び第３４条の６の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３４条の８及び第３４条の９第１

項の規定の適用については、第３４条

の８中「前２条」とあるのは「前２条

並びに附則第７条の３第１項  」

と、第３４条の９第１項中「前３条」

とあるのは「前３条並びに附則第７条

の３第１項  」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３４条の８及び第３４条の９第１

項の規定の適用については、第３４条

の８中「前２条」とあるのは「前２条

並びに附則第７条の３の２第１項」

と、第３４条の９第１項中「前３条」

とあるのは「前３条並びに附則第７条

の３の２第１項」とする。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る

市民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和１２年度

までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第４項に規定する場

合において、第３６条の２第１項の規

定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第３６条の３第１項の

確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第２５条第１項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載がある

とき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係

第８条 昭和５７年度から令和９年度 

までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第４項に規定する場

合において、第３６条の２第１項の規

定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第３６条の３第１項の

確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第２５条第１項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載がある

とき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係
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る市民税の所得割の額を免除する。 る市民税の所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第６条第５項に規

定する場合において、第３６条の２第

１項の規定による申告書に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第２５条第２

項第２号に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の

所得割の額は、第３３条から第３４条

の３まで、第３４条の６から第３４条

の８まで、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項          

   及び附則第７条の４の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に

掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第６条第５項に規

定する場合において、第３６条の２第

１項の規定による申告書に肉用牛の売

却に係る租税特別措置法第２５条第２

項第２号に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるときは、その

者の前年の総所得金額に係る市民税の

所得割の額は、第３３条から第３４条

の３まで、第３４条の６から第３４条

の８まで、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項、附則第７条の３の２

第１項及び附則第７条の４の規定にか

かわらず、法附則第６条第５項各号に

掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

３ （略） ３ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第１３項に規定する

市町村の条例で定める割合は５分の３

（都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第２条第５項に規定する

特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１３項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１）と

する。 

３ 法附則第１５条第１４項に規定する

市町村の条例で定める割合は５分の３

（都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第２条第５項に規定する

特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１４項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１）と

する。 

４ 法附則第１５条第２０項に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

４ 法附則第１５条第２１項に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

５ 法附則第１５条第２１項第１号に規

定する市町村の条例で定める割合は３

５ 法附則第１５条第２２項第１号に規

定する市町村の条例で定める割合は３
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分の２とする。 分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２１項第２号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２２項第２号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２１項第３号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２２項第３号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２２項第１号に規

定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

８ 法附則第１５条第２３項第１号に規

定する市町村の条例で定める割合は３

分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２２項第２号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

９ 法附則第１５条第２３項第２号に規

定する市町村の条例で定める割合は２

分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２４項第１号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第１号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１１ 法附則第１５条第２４項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第１号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１２ 法附則第１５条第２４項第１号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第１号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１３ 法附則第１５条第２４項第１号ニ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１３ 法附則第１５条第２５項第１号ニ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１４ 法附則第１５条第２４項第２号に

規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は７分の６

とする。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号に

規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は７分の６

とする。 

１５ 法附則第１５条第２４項第３号イ １５ 法附則第１５条第２５項第３号イ
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に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１６ 法附則第１５条第２４項第３号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１６ 法附則第１５条第２５項第３号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１７ 法附則第１５条第２４項第４号 

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

１７ 法附則第１５条第２５項第３号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

 １８ 法附則第１５条第２５項第４号イ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

 １９ 法附則第１５条第２５項第４号ロ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

 ２０ 法附則第１５条第２５項第４号ハ

に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

１８ 法附則第１５条第２７項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２１ 法附則第１５条第２８項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

１９ 法附則第１５条第３１項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２２ 法附則第１５条第３２項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２０ 法附則第１５条第３５項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２３ 法附則第１５条第３６項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

２１ 法附則第１５条第３６項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の

２４ 法附則第１５条第３７項に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の
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１とする。 １とする。 

２２ 法附則第１５条第３９項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

１とする。 

２５ 法附則第１５条第４０項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の

１とする。 

２３ 法附則第１５条第４０項に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

２６ 法附則第１５条第４１項に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

２４ （略） ２７ （略） 

２５ （略） ２８ （略） 

２６ 法附則第１５条の１１第１項に規

定する市町村の条例で定める割合は３

分の１とする。 

 

 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する

年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書に令附則第１２条第

１７項に規定する従前の家屋について

移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該年度の初日の属する

年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書に令附則第１２条第

１６項に規定する従前の家屋について

移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(3)  (略)  (1)～(3)  (略)  

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基

準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に当該耐震改修に要し

た費用を証する書類及び当該耐震改修

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基

準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に当該耐震改修に要し

た費用を証する書類及び当該耐震改修
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後の家屋が令附則第１２条第２０項に

規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

後の家屋が令附則第１２条第１９項に

規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

(1)～(6)  (略)  (1)～(6)  (略)  

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者

等居住改修住宅又は同条第５項の高齢

者等居住改修専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者

は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第９項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者

等居住改修住宅又は同条第５項の高齢

者等居住改修専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者

は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第９項各号に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(3)  (略)  (1)～(3)  (略)  

(4) 令附則第１２条第２４項に掲げる

者に該当する者の住所、氏名及び当

該者が同項各号のいずれに該当する

かの別 

(4) 令附則第１２条第２３項に掲げる

者に該当する者の住所、氏名及び当

該者が同項各号のいずれに該当する

かの別 

(5)  （略） (5)  （略）  

(6) 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第１２条第２５項に規定

する補助金等、居宅介護住宅改修費

及び介護予防住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第１２条第２４項に規定

する補助金等、居宅介護住宅改修費

及び介護予防住宅改修費 

(7)  （略） (7)  （略） 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損

失防止改修等住宅又は同条第１０項の

熱損失防止改修等専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第９項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条第１０項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出し

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損

失防止改修等住宅又は同条第１０項の

熱損失防止改修等専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第９項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第７条第１０項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出し
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なければならない。 なければならない。 

(1)～(4)  (略)  (1)～(4)  (略)  

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３２項に規

定する補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３１項に規

定する補助金等 

(6) （略） (6) （略） 

１１ （略） １１ （略） 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅又

は同条第５項に規定する特定熱損失防

止改修等住宅専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定

する熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条

第１２項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅又

は同条第５項に規定する特定熱損失防

止改修等住宅専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定

する熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条

第１２項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

(1)～(4)  (略)  (1)～(4) (略)  

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３２項に規

定する補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第１２条第３１項に規

定する補助金等 

(6)  （略） (6) （略） 

１３、１４ （略）  １３、１４ （略） 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐

震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐

震基準適合家屋に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第１８項に規定する補助に係る補

助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号）第７条又は附則第３条

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐

震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐

震基準適合家屋に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第１８項に規定する補助に係る補

助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号）第７条又は附則第３条
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第１項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第１２条

第２０項に規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

第１項の規定による報告の写し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第１２条

第１９項に規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

(1)～(6)  (略)  (1)～(6)  (略)  

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改

修特別特定建築物 について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、同

項に規定する利便性等向上改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条の２第１項に規定する補助に

係る補助金確定通知書の写し及び高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（平成１８年法律第９１

号）第１４条第１項に規定する建築物

移動等円滑化基準（同条第３項の条例

で付加した事項を含む。）又は同法第

１７条第３項第１号に規定する同法第

２条第２０号に規定する建築物特定施

設の構造及び配置に関する基準に適合

する旨を証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改

修実演芸術公演施設について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、同

項に規定する利便性等向上改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成１８年国土交通

省令第１１０号）第１０条第２項に規

定する通知書の写し及び主として劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律

（平成２４年法律第４９号）第２条第

２項に規定する実演芸術の公演の用に

供する施設である         

                 

                 

  旨を証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５

条各号に掲げる特別特定建築物（高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第１４条第３号の

条例で定める同法第２条第１８号に

規定する特定建築物を含む。）のい

ずれに該当するかの別 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５

条第３号に規定する劇場若しくは演

芸場又は同条第４号に規定する集会

場若しくは公会堂のいずれに該当す

るかの別 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 
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 （軽自動車税の環境性能割の非課税の

特例） 

 第１５条の２ 市長は、当分の間、第８

１条の２の規定にかかわらず、愛媛県

知事が自動車税の環境性能割を課さな

い自動車に相当するものとして市長が

定める３輪以上の軽自動車に対して

は、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例） 

 第１５条の２の２ 軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収は、当分の間、第１章

第２節の規定にかかわらず、愛媛県

が、自動車税の環境性能割の賦課徴収

の例により、行うものとする。 

 ２ 愛媛県知事は、当分の間、前項の規

定により行う軽自動車税の環境性能割

の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動

車が法第４４６条第１項（同条第２項

又は第３項において準用する場合を含

む。）又は法第４５１条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同条第４項

又は第５項において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附

則第２９条の９第３項に規定する国土

交通大臣の認定等をいう。次項におい

て同じ。）に基づき当該判断をするも

のとする。 

 ３ 愛媛県知事は、当分の間、第１項の

規定により賦課徴収を行う軽自動車税

の環境性能割につき、その納付すべき

額について不足額があることを附則第

23



１５条の４の規定により読み替えられ

た第８１条の６第１項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限）後において知った場合に

おいて、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が

偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又

は間接に提供した者の偽りその他不正

の手段を含む。）により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定

等を取り消したことによるものである

ときは、当該申請をした者又はその一

般承継人を当該不足額に係る３輪以上

の軽自動車について法附則第２９条の

１１の規定によりその例によることと

された法第１６１条第１項に規定する

申告書を提出すべき当該３輪以上の軽

自動車の取得者とみなして、軽自動車

税の環境性能割に関する規定を適用す

る。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに１０

０分の３５の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特

例） 

 第１５条の３ 市長は、当分の間、第８

１条の８の規定にかかわらず、愛媛県

知事が自動車税の環境性能割を減免す

る自動車に相当するものとして市長が

定める３輪以上の軽自動車に対して

は、軽自動車税の環境性能割を減免す
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る。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付

の特例） 

 第１５条の４ 第８１条の６の規定によ

る申告納付については、当分の間、同

条中「市長」とあるのは、「愛媛県知

事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収

取扱費の交付） 

 第１５条の５ 市は、愛媛県が軽自動車

税の環境性能割の賦課徴収に関する事

務を行うために要する費用を補償する

ため、法附則第２９条の１６第１項に

掲げる金額の合計額を、徴収取扱費と

して愛媛県に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特

例） 

 第１５条の６ 営業用の３輪以上の軽自

動車に対する第８１条の４の規定の適

用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

 第１号 １００分の１ １００分の０．

５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 
 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対す

る第８１条の４（第３号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、当

分の間、同号中「１００分の３」とあ

るのは、「１００分の２」とする。 

（軽自動車税    の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定 第１６条 法附則第３０条第１項に規定
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する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の道路運送車両法第６

０条第１項後段の規定による車両番号

の指定（次項及び第３項  において

「初回車両番号指定」という。）を受

けた月から起算して１４年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動

車税    に係る第８２条の規定の

適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の法第４４４条第３項

に規定する        車両番号

の指定（次項から第４項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受

けた月から起算して１４年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割に係る第８２条の規定の

適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

（略） 
 

（略） 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第８２条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和７年４月１日

から令和１０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属

する年度の翌年度分の軽自動車税  

  に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第８２条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和４年４月１日

から令和８年３月３１日まで の間に

初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属

する年度の翌年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

（略） 
 

（略） 
 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用

を受ける３輪以上の同項      

    に規定するガソリン軽自動車

（以下この項    において「ガソ

リン軽自動車」という。）（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第８２条

の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和７年４月１日から令

和８年３月３１日までの間に初回車両

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用

を受ける３輪以上の法第４４６条第１

項第３号に規定するガソリン軽自動車

（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）（営業用の乗

用のものに限る。）に対する第８２条

の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和４年４月１日から令

和８年３月３１日までの間に初回車両
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番号指定を受けた場合には、令和８年

度分               

      の軽自動車税   に限

り、同条第２号ア（イ）中「３，９０

０円」とあるのは「２，０００円」

と、同号ア（ウ）a 中「６，９００円

」とあるのは「３，５００円」とす

る。 

番号指定を受けた場合には、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度

の翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、同条第２号ア（イ）中「３，９０

０円」とあるのは「２，０００円」

と、同号ア（ウ）a 中「６，９００円

」とあるのは「３，５００円」とす

る。 

 ４ 法附則第３０条第４項の規定の適用

を受ける３輪以上のガソリン軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除

き、営業用の乗用のものに限る。）に

対する第８２条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和４年

４月１日から令和７年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、同条第２号ア（イ

）中「３，９００円」とあるのは「３

，０００円」と、同号ア（ウ）a 中

「６，９００円」とあるのは「５，２

００円」とする。 

（軽自動車税    の賦課徴収の特

例） 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税  

  の賦課徴収に関し、３輪以上の軽

自動車が前条第２項又は第３項  の

規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽

自動車が前条第２項から第４項までの

規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をすると

きは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

27



２ 市長は、納付すべき軽自動車税  

  の額について不足額があることを

第８３条第２項の納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供した者の偽りその他不正の手

段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交

通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承

継人を賦課期日現在における当該不足

額に係る３輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、軽自動車税    に関

する規定（第８７条及び第８８条の規

定を除く。）を適用する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種

別割の額について不足額があることを

第８３条第２項の納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交

通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供した者の偽りその他不正の手

段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交

通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承

継人を賦課期日現在における当該不足

額に係る３輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、軽自動車税の種別割に関

する規定（第８７条及び第８８条の規

定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税   の額

は、同項の不足額に、これに１００分

の３５の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分

の３５の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

市民税の課税の特例） 

第１６条の３ （略） 第１６条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

(1)  （略） (1)  （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及
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             の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３

第１項             

中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１６条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額

」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

び附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項、附

則第７条第１項、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１６条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額

」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る市民税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る市民税の課税の特例） 

第１６条の４ （略） 第１６条の４ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、及び附則第７条の３第１

項            の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の４第１項の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項、附

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の４第１項の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項、附
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則第７条第１項及び附則第７条の３

第１項             

 中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１６条の４第

１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の４第１項の

規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

則第７条第１項、附則第７条の３第

１項及び附則第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１６条の４第１

項の規定による市民税の所得割の額

」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１６条の４第１項の

規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

４ （略） ４ （略） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１７条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１７条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１７条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１７条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額
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」とあるのは「所得割の額及び附則

第１７条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

」とあるのは「所得割の額及び附則

第１７条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和１

１年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中

に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡

（同項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条において同じ。）をした場合にお

いて、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（法附則第３４条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡を

いう。）に該当するときにおける前条

第１項に規定する譲渡所得（次条の規

定の適用を受ける譲渡所得を除く。次

項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当

する額とする。 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８

年度 までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中

に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡

（同項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条において同じ。）をした場合にお

いて、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（法附則第３４条の２第１項に

規定する優良住宅地等のための譲渡を

いう。）に該当するときにおける前条

第１項に規定する譲渡所得（次条の規

定の適用を受ける譲渡所得を除く。次

項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当

する額とする。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和１１年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和８年度 までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

31



等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡

所得に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第３４条の２第１０項の規定

に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡

所得に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第３４条の２第１０項の規定

に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の

課税の特例） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合に

は、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１８条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１８条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１８条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１８条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３
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４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第１８条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第１８条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1)  （略） (1)  （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１９条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１９条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第１９条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第１９条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第１９条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第１９条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5） （略） (3)～(5） （略） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 
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２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２０条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

             中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第２０条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、第３４条の６中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２０条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第２０条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ （略） 第２０条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項

           の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額
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及び附則第２０条の２第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項

           中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２０条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

及び附則第２０条の２第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２０条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

３、４ （略） ３、４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合

には、次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合

には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項

           の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項並び

に附則第７条第１項及び第７条の３

第１項           中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２０条の２第３項

後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第

１項及び第７条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２０条の２第３項

後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中
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「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２０条の２第３項後

段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２０条の２第３項後

段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等

に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３ （略） 第２０条の３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項

           の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項

           中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２０条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の

８、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第２０条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則

第２０条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(3)～(5) （略）  (3)～(5) （略）  

３、４ （略）  ３、４ （略）  

５ 第３項後段の規定の適用がある場合 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合
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には、次に定めるところによる。 には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項

           の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の３第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項並び

に附則第７条第１項及び第７条の３

第１項           中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２０条の３第３項

後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２０条の３第３項後

段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及

び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の３第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第

１項及び第７条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２０条の３第３項

後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第２０条の３第３項後

段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

６ （略） ６ （略） 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の西条市税条例（以下

「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５
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条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術

公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自

動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が令和８年３月３１日

に公布され、その一部が同年４月１日から施行されることに伴い、該当部分について、

西条市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、これを報告し、承認を求め

るものである。 

 

関係法令 

地方自治法 

（専決処分） 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合

においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会

の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しない

ときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができ

る。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第２

５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規定する指定都市

の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ （略） 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい 

てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 
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議案第３５号 

 

   令和８年度西条市一般会計補正予算（第１回）の専決処分について 

 

 令和８年度西条市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義  
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提案理由 

令和８年３月１８日に西条市長への不信任決議案が可決され、同月２９日に自動

失職したことにより、令和８年５月１７日に執行された西条市長選挙に対応するため、

早急に予算措置することが適当であると判断し、専決処分したので、これを報告し、

承認を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （専決処分） 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合

においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議

会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分するこ

とができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同

意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規定

する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ （略） 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい

てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 
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議案第４０号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり大型提示装置を取得するため、西条市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義 
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１ 取得物件  
大型提示装置  

 
２ 取得の方法  
  指名競争入札  
 
３ 取得金額  
  ６８，６３４，７２０円  
 
４ 取得相手方  
  西条市樋之口４５４番３  
   四国通建株式会社西条営業所  
    所長 伊 藤 健 司  
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提案理由 

大型提示装置を取得することについて、議会の議決を求めようとするものである。 

 

関係法令 

西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財

産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入

れ若しくは売払い(土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係

るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議案第４１号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり災害対応特殊救急自動車を取得するため、西条市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８号）第３

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義 
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１ 取得物件  
災害対応特殊救急自動車 

 
２ 取得の方法  
  指名競争入札  
 
３ 取得金額  
  １７，９３０，０００円  
 
４ 取得相手方  
  西条市飯岡１３５５番地５  
   愛媛トヨタ自動車株式会社西条・新居浜店  
    店長 重 松 晃 輔  
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提案理由 

災害対応特殊救急自動車を取得することについて、議会の議決を求めようとするも

のである。 

 

関係法令 

西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財

産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入

れ若しくは売払い(土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係

るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議案第４２号 

 

   字の新設及び区域の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次のとお

り字を新設し、及び区域を変更するものとする。 

 上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定による換地処分の

公告があった日の翌日から効力を生ずる。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51



字の名

称 

 
左記の区域に該当する区域 

 

字名 字名 地番 摘 要 

安出 安用出

作 

20 の 1、22 の 3、23 の 1、23 の 2、24、25 の 1、

26、29 の 1、30 の 1、31 の 1、32 の 1、32 の 3、

33 の 1、34 の 1、35 の 4、36 の 1、37、38 の 1、

38 の 2、39 の 1、39 の 3、42 の 1、44 の 1、45 の

1、45 の 3、46 の 1、46 の 4、46 の 6、47 の 1、

48 の 1、49 の 1、50 の 1、51 の 1、52 の 1、53 の

1、54 の 4、55 の 2、55 の 3、56 の 1、57 から 64

まで、65 の 2、66 の 2、67 から 72 まで、73 の 1、

73 の 2、74 の 1、74 の 2、75 の 1、75 の 2、75 の

4、75 の 5、76 の 1、77 から 87 まで、89 から 95

まで、98 の 2、99 から 103 まで、104 の 1、160

から 162 まで、164、165 の 1、165 の 2、166、

168、169 の 1、169 の 2、170 から 174 まで、175

の 1、175 の 2、176 から 178 まで、179 の 1、179

の 3、181 の 1、181 の 3、182 から 188 まで、189

の 2、194 の 3、195 の 1、196 の 1、197 の 1、197

の 3、198 の 1、198 の 3、199、200 の 1、200 の

2、201 から 210 まで、212 の 1、213 の 1、213 の

3、214 の 1、214 の 3、215 の 1 から 215 の 3 ま

で、216 の 1、216 の 2、217 の 1、217 の 2、218、

219、220 の 1、220 の 3、229 の 1、229 の 2、230

から 236 及び 237 の 1 

これに伴う

道路、水路

等を含む。 

新町 1 の 2、2 の 2、3 の 1、3 の 2、4、5 の 3、5 の 4、

6 から 11 まで、12 の 1、12 の 2、13、15 の 1、15

の 2、16、22 から 25 まで、26 の 1、26 の 2、27

の 1、27 の 2、28 から 35 まで、37 から 48 まで、

49 の 1 から 49 の 3 まで、50 の 1、50 の 2、51、

52 の 1、52 の 2、53 から 58 まで、59 の 1、60 の

1、61 の 1、62 の 1、63 の 1、64 の 1、65 の 1、

66 の 1、67、68、69、70 の 1、71 から 73 まで、

74 の 1、75 の 1、75 の 2、76、79、80 の 1、80 の

2、83 の 1、83 の 2、84 の 3、88 の 2、88 の 5、

89 の 1 及び 90 の 1 

  

明理川 384 の 2、385 の 1、391 の 1、392 の 1、392 の 2

及び 393 の 1 
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提案理由 

 国営緊急農地再編整備事業（道前平野地区）において、区画整理工事及び確定測量

が完了した安用出作換地区について、字を新設し、及び区域を変更するため、議会の

議決を求めるものである。 

 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （市町村内の町又は字の区域） 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内

の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区

域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定

めなければならない。 

２、３ （略） 
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議案第４３号 

 

字の区域の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次のと

おり字の区域を変更するものとする。 

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定による換地処分

の公告があった日の翌日から効力を生ずる。 

 

令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義 
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字の名称 左記の区域に編入する区域 
摘要 

字名 字名 地番 

安用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広岡 

 

甲 175 の 2、甲 175 の 3 の一部、甲 176 の

一部、甲 182 の一部、甲 183 の 1 の一部、

甲 340 の一部及び甲 341 の 2 の一部 

こ れ に

伴 う 道

路 、 水

路 等 を

含む。 

石延 17 の 2、17 の 5、18 の 6、18 の 7、24 の一

部、25 の一部、32 の一部、39 の 2、139 の

4 及び 146 の 2 

上市 甲 133 の 1、甲 133 の 2、甲 134 の 1 及び

甲 134 の 2 

新町 151 の 1 の一部、152 の一部、153 の一部、 

154 及び 155 の 1 

丹原町高知 

 

 

甲 354 の 4、甲 354 の 5、甲 367 の 4、甲 3

67 の 5、甲 381、甲 382、甲 392 の 2、甲 3

97 の 2 の一部、甲 398 の 1 の一部、甲 398

の 2 及び甲 400 の 2 

広岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

安用 

 

 

 

 

 

甲 1 の 1、甲 2、甲 4 の 1、甲 5 の 1 の一

部、甲 6 の一部、甲 7 の一部、甲 8 から甲

10 まで、甲 13 から甲 16 まで、甲 17 の 2、 

甲 20、甲 27、甲 70 の 1 の一部、甲 72 の

一部、甲 74 の 1 の一部、甲 74 の 2 の一

部、甲 75 の 1 の一部、甲 112 から甲 115

までの各一部、甲 116 の 1 の一部、甲 117

の 2 の一部、甲 119 の一部及び甲 120 の 2

の一部 

石延 

 

148 の 2、150 から 152 まで、153 の 1、15

5 の 1、155 の 2、156 の 1、156 の 2、15

7、158 の 1 及び 158 の 4 

石延 広岡 甲 175 の 3 の一部、甲 176 の一部、甲 177

の 4、甲 180 の 1、甲 181 の 1、甲 182 の一

部、甲 183 の 1 の一部及び甲 183 の 3 

安用 甲 415 の一部 

丹原町高知 安用 甲 995 の 1 の一部及び甲 997 の一部 
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提案理由 

国営緊急農地再編整備事業（道前平野地区）において、区画整理工事及び確定測

量が完了した安用換地区について、字の区域を変更するため、議会の議決を求めるも

のである。 

 

関係法令 

地方自治法 

（市町村内の町又は字の区域） 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内

の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の

区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経

て定めなければならない。 

２、３ （略） 

 

 

57



 

58



議案第４４号  
 
   土地改良事業の施行について  
 
 次のとおり土地改良事業を施行するため、土地改良法（昭和２４年法律第１９

５号）第９６条の２第２項の規定により、議会の議決を求める。  
 
  令和８年６月９日提出  
 

西条市長  越 智 三 義  
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１ 事業名  
愛媛県単独土地改良事業  

 
２ 地区名  

小松町新屋敷地区「高川南ポンプ場」  
 
３ 工種  

かんがい排水  
 
４ 事業費  
  ４，７００，０００円  
 
５ 受益面積  
  ２１．３ヘクタール  
 
６ 受益者数  
  ２２戸  
 
７ 整備内容  
  揚水ポンプ更新 φ100 15kW １基  
 
８ 事業期間  
  令和８年度      
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提案理由  
小松町新屋敷地区「高川南ポンプ場」の揚水ポンプ更新を、愛媛県単独土地改

良事業にて実施するに当たり、土地改良法第９６条の２第２項の規定により、議

会の議決を求めるものである。  
 

関係法令  
 土地改良法  
 （土地改良事業の開始）  
第９６条の２ 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができ

る。  
２ 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該

市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要（２以上の土地改良事業を

併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令

で定めるときにあっては全体構成）を定め、その計画の概要（全体構成を定める場

合にあっては、その全体構成を含む。）その他必要な事項を公告して、その事業の

施行に係る地域内にある土地につき第３条に規定する資格を有する者の３分の２

（２以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、

その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の３分の

２）以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を

その地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意を

も得なければならない。  
３～７ （略）  
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議案第４５号  
 
   特定事業契約の一部変更について  
 
 西教総第３７９号西条市立小中学校・幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係る特

定事業契約の一部を次のとおり変更するため、民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定に

より、議会の議決を求める。  
 
  令和８年６月９日提出  
 

西条市長  越 智 三 義  
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１ 契約の目的  
  西教総第３７９号西条市立小中学校・幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係る

特定事業契約の一部変更  
 
２ 契約の金額  
  変更前 １，９９１，７４９，９７６円  
  変更後 １，９９２，７７２，４７１円  
 
３ 増減額  
  １，０２２，４９５円（増額）  

 
４ 契約の相手方  

西条市朔日市３００番地１  
株式会社西条学校空調ＰＦＩサービス  

代表取締役 後 藤 裕 治  
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提案理由  
西教総第３７９号西条市立小中学校・幼稚園空調設備整備ＰＦＩ事業に係る特

定事業契約の一部変更について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律第１２条の規定により、議会の議決を求めるものである。  
 
関係法令  
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律  

（地方公共団体の議会の議決）  
第１２条 地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める

基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なけれ

ばならない。  
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議案第４６号 

 

西条市行政手続条例の一部を改正する条例について 

 

西条市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年６月９日提出 

 
西条市長  越 智 三 義 
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西条市行政手続条例の一部を改正する条例 

西条市行政手続条例（平成１６年西条市条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人とな

るべき者の所在が判明しない場合にお

いては、第１項の規定による通知を、

公示の方法            

                 

                 

                 

                に

よって行うことができる。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人とな

るべき者の所在が判明しない場合にお

いては、第１項の規定による通知を、

その者の氏名、同項第３号及び第４号

に掲げる事項並びに当該行政庁が同項

各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨を当該行政

庁の事務所の掲示場に掲示することに

よって行うことができる。この場合に

おいては、掲示を始めた日から２週間

を経過したときに、当該通知がその者

に到達したものとみなす。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不

利益処分の名宛人となるべき者の氏

名、第１項第３号及び第４号に掲げる

事項並びに当該行政庁が同項各号に掲

げる事項を記載した書面をいつでもそ

の者に交付する旨（以下この項におい

て「公示事項」という。）を総務省令

で定める方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置くとと

もに、公示事項が記載された書面を当

該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、

又は公示事項を当該事務所に設置した

電子計算機の映像面に表示したものの
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閲覧をすることができる状態に置く措

置をとることによって行うものとす

る。この場合においては、当該措置を

開始した日から２週間を経過したとき

に、当該通知がその者に到達したもの

とみなす。 

（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の規定による通知

を受けた者（同条第４項後段の規定に

より当該通知が到達したものとみなさ

れる者を含む。以下「当事者」とい

う。）は、代理人を選任することがで

きる。 

第１６条 前条第１項の規定による通知

を受けた者（同条第３項後段の規定に

より当該通知が到達したものとみなさ

れる者を含む。以下「当事者」とい

う。）は、代理人を選任することがで

きる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定

は、前項本文の場合において、当事者

又は参加人の所在が判明しないときに

おける通知の方法について準用する。

この場合において、同条第３項中「不

利益処分の名宛人となるべき者」とあ

るのは「当事者又は参加人」と、同項

中「とき」            

     とあるのは「とき    

             （同一の

当事者又は参加人に対する２回目以降

の通知にあっては、当該措置を開始し

た日の翌日）」と読み替えるものとす

る。 

３ 第１５条第３項     の規定

は、前項本文の場合において、当事者

又は参加人の所在が判明しないときに

おける通知の方法について準用する。

この場合において、同条第３項中「不

利益処分の名宛人となるべき者」とあ

るのは「当事者又は参加人」と、「掲

示を始めた日から２週間を経過したと

き」   とあるのは「掲示を始めた

日から２週間を経過したとき（同一の

当事者又は参加人に対する２回目以降

の通知にあっては、掲示を始めた  

 日の翌日）」と読み替えるものとす

る。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並

びに第１６条の規定は、弁明の機会の

第２９条 第１５条第３項及び    

  第１６条の規定は、弁明の機会の
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付与について準用する。この場合にお

いて、第１５条第３項中「第１項」と

あるのは「第２８条」と、同条第４項

中「第１項第３号及び第４号」とある

のは「第２８条第３号」と、「同項各

号」とあるのは「同条各号」と、第１

６条第１項中「前条第１項」とあるの

は「第２８条」と、「同条第４項後段

」とあるのは「第２９条において準用

する第１５条第４項後段」と読み替え

るものとする。 

付与について準用する。この場合にお

いて、第１５条第３項中「第１項」と

あるのは「第２８条」と、「同項第３

号及び第４号」      とあるの

は「同条第３号   」と、「同項各

号」とあるのは「同条各号」と、第１

６条第１項中「前条第１項」とあるの

は「第２８条」と、「同条第３項後段

」とあるのは「第２９条において準用

する第１５条第３項後段」と読み替え

るものとする。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基

本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）が施行されたことに伴い、所

要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第４７号 

 

西条市税条例の一部を改正する条例について 

 
西条市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 
令和８年６月９日提出  

 
西条市長  越 智 三 義 
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西条市税条例の一部を改正する条例 

西条市税条例（平成１６年西条市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第３４条の７ （略） 第３４条の７ （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条

の７第１１項（法附則第５条の６第３

項又は第４項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に定めると

ころにより計算した金額とする。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条

の７第１１項（法附則第５条の６第２

項     の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に定めると

ころにより計算した金額とする。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に

掲げる者は、３月１５日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなか

った者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労

学生控除額、配偶者特別控除額（所得

割の納税義務者（前年の合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。

）の法第３１４条の２第１項第１０号

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に

掲げる者は、３月１５日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなか

った者で社会保険料控除額（令第４８

条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労

学生控除額、配偶者特別控除額（所得

割の納税義務者（前年の合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。

）の法第３１４条の２第１項第１０号
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の２に規定する自己と生計を一にする

配偶者（前年の合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）で控除対

象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。）、法第３１４条の２第４項に

規定する扶養控除額若しくは特定親族

特別控除額（特定親族（同条第１項第

１２号に規定する特定親族をいう。第

３６条の３の２第１項第３号並びに第

３６条の３の３第１項及び第２項第４

号において同じ。）（前年の合計所得金

額が８５万円以下であるものに限る。

）に係るものを除く。）の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療

費控除額の控除、法第３１３条第８項

に規定する純損失の金額の控除、同条

第９項に規定する純損失若しくは雑損

失の金額の控除若しくは第３４条の７

第１項(同項第２号に掲げる寄附金（特

定非営利活動促進法第２条第３項に規

定する認定特定非営利活動法人及び同

条第４項に規定する特例認定特定非営

利活動法人に対するものを除く。第６

項において同じ。）に係る部分を除く。

）及び第２項の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税

額控除額」という。）の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条にお

いて「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。）及び第２４条第

２項に規定する者（施行規則第２条の

２第１項の表の上欄の（二）に掲げる

者を除く。）については、この限りで

ない。 

の２に規定する自己と生計を一にする

配偶者（前年の合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）で控除対

象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。）、法第３１４条の２第４項に

規定する扶養控除額若しくは特定親族

特別控除額（特定親族（同条第１項第

１２号に規定する特定親族をいう。第

３６条の３の２第１項第３号及び第３

６条の３の３第１項        

 において同じ。）（前年の合計所得金

額が８５万円以下であるものに限る。

）に係るものを除く。）の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療

費控除額の控除、法第３１３条第８項

に規定する純損失の金額の控除、同条

第９項に規定する純損失若しくは雑損

失の金額の控除若しくは第３４条の７

                 

                 

                 

                 

                 

                 

      の規定により控除すべき

金額（以下この条において「寄附金税

額控除額」という。）の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条にお

いて「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。）及び第２４条第

２項に規定する者（施行規則第２条の

２第１項の表の上欄の（二）に掲げる

者を除く。）については、この限りで

ない。 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 
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（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条

第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者（以

下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下こ

の条において「給与支払者」という。

）から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条

第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者（以

下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する給与等の支払者（以下こ

の条において「給与支払者」という。

）から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金

額が１，０００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（法第３１３条第３項に規定

する青色事業専従者に該当するもの

で同項に規定する給与の支払を受け

るもの及び同条第４項に規定する事

業専従者に該当するものを除く。次

条第１項第２号において同じ。）（合

計所得金額が１３３万円以下である

ものに限る           

 。）の氏名 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金

額が１，０００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（法第３１３条第３項に規定

する青色事業専従者に該当するもの

で同項に規定する給与の支払を受け

るもの及び同条第４項に規定する事

業専従者に該当するものを除き、 

               合

計所得金額が１３３万円以下である

ものに限る。次条第１項において同

じ。）の氏名 

(3)、(4) （略）  (3)、(4) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の

規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の

規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、
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施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第５項及び第５

３条の９第３項において同じ。）によ

り提供することができる。 

施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第５

３条の９第３項において同じ。）によ

り提供することができる。 

６ （略） ６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 次に掲げる者（以下

この条において「公的年金等受給者」

という。）は、公的年金等支払者（所

得税法第２０３条の６第１項に規定す

る申告書の提出の際に経由すべき同項

に規定する公的年金等（以下この項に

おいて「公的年金等」という。）の支

払者をいう。以下この条において同

じ。）から毎年最初に公的年金等の支

払を受ける日の前日までに、施行規則

で定めるところにより、次項各号に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公

的年金等支払者を経由して、市長に提

出しなければならない。 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」と

いう。）の支払を受ける者であって、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合

計所得金額が９００万円以下であるも

のに限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（退職手当等（第５３条の２に

規定する退職手当等に限る。以下この

項において同じ。）に係る所得を有す

る者であって、合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）をいう。

第２号において同じ。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得

を有する者に限る。）若しくは特定親

族（退職手当等に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が８５万円以

下であるものに限る。）を有する者
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（以下この条において「公的年金等受

給者」という。）で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき所得税法第２０３条の６第１

項に規定する公的年金等の支払者（以

下この条において「公的年金等支払者

」という。）から毎年最初に公的年金

等の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公

的年金等支払者を経由して、市長に提

出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の

規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 

(2) 法の施行地において公的年金等

（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。）の支払

を受ける第２３条第１項第１号に掲

げる者であって、特定配偶者（所得

割の納税義務者（合計所得金額が９

００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（合

計所得金額が９５万円以下であるも

のに限る。）をいう。次号及び次項

第３号において同じ。）（退職手当等

（第５３条の２に規定する退職手当

等に限る。以下この号において同

じ。）に係る所得を有する者に限

る。）又は扶養親族（年齢１６歳未

満の者又は控除対象扶養親族であっ

て退職手当等に係る所得を有する者

に限る。）若しくは特定親族（退職

手当等に係る所得を有する者であっ

て、合計所得金額が８５万円以下で

(2) 特定配偶者の氏名 
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あるものに限る。）を有する者 

(3) 法の施行地において公的年金等

（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものに限る。）の支払

を受ける第２３条第１項第１号に掲

げる者（当該年中に支払を受けるべ

き当該公的年金等の額がその年最初

に当該公的年金等の支払を受けるべ

き日の前日の現況において令第４８

条の９の７の３に定める金額に満た

ない者を除く。）であって、障害

者、寡婦若しくはひとり親に該当す

る者又は特定配偶者若しくは扶養親

族（年齢１６歳未満の者又は控除対

象扶養親族に限る。）若しくは特定

親族（合計所得金額が８５万円以下

であるものに限る。）を有する者 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 

 (4) その他施行規則で定める事項 

２ 前項の規定による申告書の記載事項

は、次に掲げる事項とする。 

 

(1) 公的年金等支払者の名称  

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４

条の２第１項第６号に規定する特別

障害者又はその他の障害者に該当す

る場合にはその旨及びその該当する

事実並びに寡婦又はひとり親に該当

する場合にはその旨 

 

(3) 特定配偶者の氏名  

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名  

(5) その他施行規則で定める事項  

３ 第１項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書を公的年金等

支払者を経由して提出する場合におい

て、当該申告書に記載すべき事項がそ

２ 前項 又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書を公的年金等

支払者を経由して提出する場合におい

て、当該申告書に記載すべき事項がそ
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の年の前年において当該公的年金等支

払者を経由して提出した第１項又は同

条第１項の規定による申告書に   

     記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公

的年金等支払者が所得税法第２０３条

の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、施行規則

で定めるところにより、第１項又は法

第３１７条の３の３第１項の規定によ

り記載すべき事項に代えて当該異動が

ない旨を記載した第１項又は同条第１

項の規定による申告書を提出する  

      ことができる。 

の年の前年において当該公的年金等支

払者を経由して提出した前項 又は法

第３１７条の３の３第１項の規定によ

る申告書に記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公

的年金等支払者が所得税法第２０３条

の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、施行規則

で定めるところにより、前項 又は法

第３１７条の３の３第１項の規定によ

り記載すべき事項に代えて当該異動が

ない旨を記載した前項 又は法第３１

７条の３の３第１項の規定による申告

書を提出することができる。 

４ （略） ３ （略） 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき

公的年金等支払者が令第４８条の９の

８  において準用する令第８条の２

の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的

年金等支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき

公的年金等支払者が令第４８条の９の

７の３において準用する令第８条の２

の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的

年金等支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第４項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書

に記載すべき事項を」と、「公的年金

等支払者に受理されたとき」とあるの

は「公的年金等支払者が提供を受けた

とき」と、「受理された日」とあるの

は「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書

に記載すべき事項を」と、「公的年金

等支払者に受理されたとき」とあるの

は「公的年金等支払者が提供を受けた

とき」と、「受理された日」とあるの

は「提供を受けた日」とする。 

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第６３条 同一の者についてその者の所 第６３条 同一の者についてその者の所
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有に係る土地、家屋又は償却資産に対

して課する固定資産税の課税標準とな

るべき額が土地又は家屋にあっては３

０万円            、償

却資産にあっては１８０万円に満たな

い場合においては、固定資産税を課さ

ない。 

有に係る土地、家屋又は償却資産に対

して課する固定資産税の課税標準とな

るべき額が土地    にあっては３

０万円、家屋にあっては２０万円、償

却資産にあっては１５０万円に満たな

い場合においては、固定資産税を課さ

ない。 

附 則 附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度以後      

 の各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第４条の５第３項の規定に該当

する場合における第３４条の２の規定

による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに

法附則第４条の５第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。

）」として、同条の規定を適用するこ

とができる。 

第６条 平成３０年度から令和９年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第４条の５第３項の規定に該当

する場合における第３４条の２の規定

による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに

法附則第４条の５第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。

）」として、同条の規定を適用するこ

とができる。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除） 

第７条の３ 平成２２年度から令和２５

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条

又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規

定する居住年が平成２１年から令和１

２年までの各年である場合に限る。)

には、法附則第５条の４第５項(同条

第７項の規定により読み替えて適用さ

第７条の３ 平成２２年度から令和２０

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条

又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規

定する居住年が平成２１年から令和７

年 までの各年である場合に限る。）

には、法附則第５条の４第５項（同条

第７項の規定により読み替えて適用さ
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れる場合を含む。)に規定するところ

により控除すべき額を、当該納税義務

者の第３４条の３及び第３４条の６の

規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

れる場合を含む。）に規定するところ

により控除すべき額を、当該納税義務

者の第３４条の３及び第３４条の６の

規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

２ （略） ２ （略） 

（寄附金税額控除における特例控除額

の特例） 

（寄附金税額控除における特例控除額

の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用

を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当す

る場合又は第３４条の３第２項に規定

する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中

の所得について、附則第１６条の３第

１項、附則第１６条の４第１項、附則

第１７条第１項、附則第１８条第１

項、附則第１９条第１項、附則第１９

条の２第１項、附則第１９条の３第１

項又は附則第２０条第１項の規定の適

用を受けるときは、第３４条の７第２

項に規定する特例控除額は、同項の規

定にかかわらず、法附則第５条の５第

２項（法附則第５条の６第３項又は第

４項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用

を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当す

る場合又は第３４条の３第２項に規定

する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中

の所得について、附則第１６条の３第

１項、附則第１６条の４第１項、附則

第１７条第１項、附則第１８条第１

項、附則第１９条第１項、附則第１９

条の２第１項又は附則第２０条第１項

            の規定の適

用を受けるときは、第３４条の７第２

項に規定する特例控除額は、同項の規

定にかかわらず、法附則第５条の５第

２項（法附則第５条の６第２項   

  の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義

務者が前年中に特例控除対象寄附金を

支出し、かつ、当該納税義務者につい

て前条第３項の規定による申告特例通

知書の送付があった場合（法附則第７

条第１３項の規定によりなかったもの

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義

務者が前年中に特例控除対象寄附金を

支出し、かつ、当該納税義務者につい

て前条第３項の規定による申告特例通

知書の送付があった場合（法附則第７

条第１３項の規定によりなかったもの
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とみなされる場合を除く。）には、法

附則第７条の２第４項（法附則第７条

の３第３項又は第４項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額

を、第３４条の７第１項及び第２項の

規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。 

とみなされる場合を除く。）には、法

附則第７条の２第４項       

                 

                に

規定するところにより控除すべき額

を、第３４条の７第１項及び第２項の

規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例） 

第１７条の２ （略） 第１７条の２ （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和１１年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第６項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡

所得に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第３４条の２第１２項の規定

に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和１１年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下

この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡

所得に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第３４条の２第１０項の規定

に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項（第２項において準用する場

合を含む。）の場合において、所得割

の納税義務者が、租税特別措置法第３

１条の２第２項第１３号から第１５号

 

83



までに掲げる土地等の譲渡に該当する

ものをしたときにおけるその譲渡をし

た土地等がその譲渡をした時において

地すべり等防止法（昭和３３年法律第

３０号）第３条第１項の地すべり防止

区域、急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律（昭和４４年法律第５

７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危

険区域、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第

１項の土砂災害特別警戒区域又は特定

都市河川浸水被害対策法（平成１５年

法律第７７号）第５６条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土

地等の譲渡は、第１項又は第２項に規

定する優良住宅地等のための譲渡又は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

第１９条の２ （略） 第１９条の２ （略） 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税

義務者が前年中に租税特別措置法第３

８条の２第１項に規定する事業所得、

譲渡所得又は雑所得を有する場合に

は、当該事業所得、譲渡所得及び雑所

得については、第３３条第１項及び第

２項並びに第３４条の３の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、前年中の

当該事業所得の金額、譲渡所得の金額

及び雑所得の金額として令附則第１８

条の６の４で定めるところにより計算

した金額（以下この項において「特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と
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いう。）に対し、特定暗号資産に係る

課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額（次項第１号

の規定により読み替えて適用される第

３４条の２の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の

１００分の３に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

 

(1) 第３４条の２の規定の適用につい

ては、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第１９条

の３第１項に規定する特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

(2) 第３４条の６から第３４条の８ま

で、第３４条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項

の規定の適用については、第３４条

の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１９条の３

第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前

段、第３４条の８、第３４条の９第

１項、附則第７条第１項及び附則第

７条の３第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第

１９条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第３４条の７

第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第１９条

の３第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

 

(3) 第３５条の規定の適用について

は、同条中「又は山林所得金額」と
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あるのは「若しくは山林所得金額又

は附則第１９条の３第１項に規定す

る特定暗号資産に係る譲渡所得等の

金額」と、「若しくは山林所得金額

」とあるのは「、山林所得金額若し

くは附則第１９条の３第１項に規定

する特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」とする。 

(4) 附則第５条の規定の適用について

は、同条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附

則第１９条の３第１項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額

」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則

第１９条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第６３条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

(2) 第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附則第５

条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、

附則第９条の２の改正規定及び第１７条の２の改正規定（同条第１項及び第２

項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条第４

項の規定 令和１０年１月１日 

(3) 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第１９

条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融

商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第

  号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の西条市税条例（以下「新条例」という。）第３６条

の３の３第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべ

き公的年金等について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告
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書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの

条例による改正前の西条市税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の西条市税条例附則第７条の３第１項及び

第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得

税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定に

より同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例

居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に

規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第

３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に

規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の

規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項

に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等

に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定

により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特

例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供

する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改

正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住

用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされ

る同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３

５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規

定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係

る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定に

より同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特

例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供

した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の西条市税条例附則第７条の４の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「３号施行日」と

いう。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、３号

施行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第

２号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２第１項の土地等

の譲渡について適用する。 
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５ 新条例附則第１９条の３の規定は、３号施行日の属する年度の翌年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適

用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が公布されたことに伴

い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第４８号 

 

西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 
西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 
令和８年６月９日提出  

 
西条市長  越 智 三 義 
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西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

西条市国民健康保険税条例（平成１６年西条市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健

康保険税の課税額は、世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した次に掲げる額の合計額

とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健

康保険税の課税額は、世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した次に掲げる額の合計額

とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のう

ち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事業

に要する費用（国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）の規定に

よる国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事

業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、愛媛県の国民健康

保険に関する特別会計において負担

する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）の規

定による後期高齢者支援金等（以下

この条において「後期高齢者支援金

等」という。）、介護保険法  （平

成９年法律第１２３号）の規定によ

る納付金（以下この条において「介

護納付金」という。）及び子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）の規定による子ども・子育て

支援納付金（以下この条において「

子ども・子育て支援納付金」という

。）の納付に要する費用に充てる部

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のう

ち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事業

に要する費用（国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）の規定に

よる国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事

業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、愛媛県の国民健康

保険に関する特別会計において負担

する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）の規

定による後期高齢者支援金等（以下

この条において「後期高齢者支援金

等」という。）及び介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の規定によ

る納付金（以下この条において「介

護納付金」という。）      

                

                

                

                

  の納付に要する費用に充てる部
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分を除く。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同じ

。） 

分を除く。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同じ

。） 

(2)、(3) （略） (2)、(3) （略） 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額

（国民健康保険税のうち、国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費

用（愛媛県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する子ども・

子育て支援納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額を言

う。以下同じ。） 

 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が

６７万円を超える場合においては、基

礎課税額は、６７万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が

６６万円を超える場合においては、基

礎課税額は、６６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が２６万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課

税額は、２６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する 

      被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が２６万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課

税額は、２６万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援

納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算
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定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額に、当

該世帯に属する１８歳以上被保険者（

地方税法（昭和２５年法律第２２６号

。以下「法」という。）第７０３条の

４第３０項に規定する１８歳以上被保

険者均等割額を加算した額とする。た

だし、加算後の額が３万円を超える場

合においては、子ども・子育て支援納

付金課税額は、３万円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る法

                 

          第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の７．３４を乗じて算定する

。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の６．７１を乗じて算定する

。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について３１，４

５０円とする。 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について２８，８

４０円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

第４条の２ 第２条第２項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

第４条の２ 第２条第２項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 
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(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者 

（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。

）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。次

号、第６条の２及び第２２条第１項

において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。

）をいう。第３号、第６条の２及び

第２２条第１項において同じ。）以

外の世帯 ２０，９９０円 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者 

（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。

）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。次

号、第６条の２及び第２２条第１項

において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。

）をいう。第３号、第６条の２及び

第２２条第１項において同じ。）以

外の世帯 １８，９７０円 

(2) 特定世帯 １０，４９５円 (2) 特定世帯 ９，４８５円  

(3) 特定継続世帯 １５，７４２円 (3) 特定継続世帯 １４，２２７円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

２．８８を乗じて算定する。 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

２．７８を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１２，３

第６条 第２条第３項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について１１，７
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２０円とする。 ３０円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

第６条の２ 第２条第３項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

第６条の２ 第２条第３項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

 世帯 ８，０９０円 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

 世帯 ７，７１０円 

(2) 特定世帯 ４，０４５円 (2) 特定世帯 ３，８５５円 

(3) 特定継続世帯 ６，０６７円 (3) 特定継続世帯 ５，７８２円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に１００分の２．６

８を乗じて算定する。 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に１００分の２．３

８を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて１２，８２０円とする。 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割

額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて１２，２００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第８条の２ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について６，２８０円

とする。 

第８条の２ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について５，９９０円

とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

 

第８条の３ 第２条第５項の所得割は、

基礎控除後の総所得金額等に１００分

の０．２６を乗じて算定する。 
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（国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

 

第８条の４ 第２条第５項の被保険者均

等割額は、被保険者１人について１，

１１０円とする。 

 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割） 

 

第８条の５ 第２条第５項の１８歳以上

被保険者均等割額は、被保険者１人に

ついて４０円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯平

等割額） 

 

第８条の６ 第２条第５項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ７３０円 

 

(2) 特定世帯 ３６５円  

(3) 特定継続世帯 ５４７円  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次の各号のいずれかに掲げ

る国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、

第２条第２項本文の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が６７万円

を超える場合には、６７万円）、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額

第２２条 次の各号のいずれかに掲げ

る国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、

第２条第２項本文の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が６６万円

を超える場合には、６６万円）、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額
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が２６万円を超える場合には、２６

万円）、  同条第４項本文の介護

納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して

得た額が１７万円を超える場合には

、１７万円）並びに同条第５項本文

の子ども・子育て支援納付金課税額

からキからケに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が３万

円を超える場合には、３万円）の合

算額とする。 

が２６万円を超える場合には、２６

万円）並びに同条第４項本文の介護

納付金課税額からオ及びカに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して

得た額が１７万円を超える場合には

、１７万円）          

                

                

                

              の合

算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控

除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万

円を超える者に限り、年齢６５歳以

(1) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控

除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万

円を超える者に限り、年齢６５歳以
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上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 

上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て ２２，０１５円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て ２０，１８８円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １４，６９３円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １３，２７９円 

(ｲ) 特定世帯 ７，３４７円 (ｲ) 特定世帯 ６，６４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １１，０２０

円 

(ｳ) 特定継続世帯 ９，９５９円

  

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ８，６２４円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ８，２１１円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ５，６６３円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ５，３９７円 
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(ｲ) 特定世帯 ２，８３２円 (ｲ) 特定世帯 ２，６９９円 

(ｳ) 特定継続世帯 ４，２４７円 (ｳ) 特定継続世帯 ４，０４８円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ８，９７４円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ８，５４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ４，３９６円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ４，１９３円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ７７７

円 

 

ク １８歳以上被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額 １８

歳以上被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人に

ついて ２８円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ５１１円 

 

(ｲ) 特定世帯 ２５６円  

(ｳ) 特定継続世帯 ３８３円  

(2) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

(2) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び
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にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき３１万円    

 を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者

を除く。） 

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき３０万５，０００

円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者

を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て １５，７２５円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て １４，４２０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １０，４９５円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ９，４８５円  

(ｲ) 特定世帯 ５，２４８円 (ｲ) 特定世帯 ４，７４３円 

(ｳ)特定継続世帯 ７，８７１円 (ｳ) 特定継続世帯 ７，１１４円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ６，１６０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ５，８６５円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ４，０４５円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ３，８５５円 
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(ｲ) 特定世帯 ２，０２３円 (ｲ) 特定世帯 １，９２８円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，０３４円 (ｳ) 特定継続世帯 ２，８９１円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ６，４１０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ６，１００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ３，１４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ２，９９５円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ５５５

円 

 

ク １８歳以上被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額 １８

歳以上被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人に

ついて ２０円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ３６５円 

 

(ｲ) 特定世帯 １８３円  

(ｳ) 特定継続世帯 ２７４円  

(3) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

(3) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び
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にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５７万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。

） 

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５６万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。

） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て ６，２９０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て ５，７６８円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ４，１９８円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ３，７９４円 

(ｲ) 特定世帯 ２，０９９円 (ｲ) 特定世帯 １，８９７円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，１４９円 (ｳ) 特定継続世帯 ２，８４６円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ２，４６４円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ２，３４６円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １，６１８円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １，５４２円 
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(ｲ) 特定世帯 ８０９円 (ｲ) 特定世帯 ７７１円 

(ｳ) 特定継続世帯 １，２１４円 (ｳ) 特定継続世帯 １，１５７円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ２，５６４円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ２，４４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 １，２５６円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 １，１９８円 

キ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 被保険者（

第１条第２項に規定する世帯主を

除く。） １人について ２２２

円 

 

ク １８歳以上被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額 １８

歳以上被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人に

ついて ８円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額

の世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １４６円 

 

(ｲ) 特定世帯 ７３円  

(ｳ) 特定継続世帯 １１０円  

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以
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下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ

、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ

、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ４，７１８円 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ４，３２６円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ７，８６３円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ７，２１０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １２，５８０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １１，５３６円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １５，７２５円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １４，４２０円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 １，８４８円 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 １，７６０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ３，０８０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ２，９３３円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ４，９２８円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ４，６９２円 
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エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ６，１６０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ５，８６５円 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

 

ア 前項第１号キに規定する金額を

減額した世帯 １６７円 

 

イ 前項第２号キに規定する金額を

減額した世帯 ２７８円 

 

ウ 前項第３号キに規定する金額を

減額した世帯 ４４４円 

 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ５５５円 

 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯

に地方税法施行令第５６条の８９第４

項に規定する出産被保険者（以下「出

産被保険者」という。）が属する場合

における当該納税義務者に対して課す

る所得割額並びに被保険者均等割額及

び１８歳以上被保険者均等割額（第１

項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額及び１８歳以上被保険者

均等割額）は、当該所得割額並びに被

保険者均等割額及び１８歳以上被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額を減額して得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯

に地方税法施行令第５６条の８９第４

項に規定する出産被保険者（以下「出

産被保険者」という。）が属する場合

における当該納税義務者に対して課す

る所得割額及び 被保険者均等割額 

              （第１

項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額           

    ）は、当該所得割額及び 被

保険者均等割額          

     から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第３条の規定により

算定した所得割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の出産の予定

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第３条の規定により

算定した所得割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の出産の予定
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日（地方税法施行規則第２４条の３

０の６に定める場合には、出産の日

。以下同じ。）の属する月（以下「

出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

日（地方税法施行規則第２４条の３

０の５に定める場合には、出産の日

。以下同じ。）の属する月（以下「

出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税額

の所得割額 当該出産被保険者につ

き第８条の３の規定により算定した

所得割額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 当該出産被保

険者につき第８条の４の規定により

算定した被保険者均等割額（第１項

に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税額

の１８歳以上被保険者均等割額 当

該出産被保険者につき第８条の５の

規定により算定した１８歳以上被保

険者均等割額（第１項に規定する金
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額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の１８歳以上被保

険者均等割額）の１２分の１の額に

、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に１８歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（

以下「１８歳未満被保険者」という。

）がある場合における当該納税義務者

に対して課する子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額（当該

納税義務者の世帯に属する１８歳未満

被保険者につき算定した被保険者均等

割額（第３項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）に限る。）

は、当該被保険者均等割額から、当該

被保険者均等割額に相当する額を減額

して得た額とする。 

 

附 則 附 則 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３３条の２第５項

の配当所得等を有する場合における第

３条、第５条、第７条、第８条の３及

び第２２条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３３条の２第５項

の配当所得等を有する場合における第

３条、第５条、第７条      及

び第２２条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第
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３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「

若しくは山林所得金額又は法附則第３

３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、第２２

条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「

若しくは山林所得金額又は法附則第３

３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、第２２

条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第５条、第７条、第８条の３及び第２

２条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適用

により同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第５条、第７条      及び第２

２条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適用

により同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合
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計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額

の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額」と

、第２２条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」とする。 

計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額

の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額」と

、第２２条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２第５

項の一般株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第５条、第

７条、第８条の３及び第２２条の規定

の適用については、第３条第１項中「

及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「同条第２項

」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第２２条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２第５

項の一般株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第５条、第

７条      及び第２２条の規定

の適用については、第３条第１項中「

及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「同条第２項

」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第２２条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 
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１２ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２の２

第５項の上場株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第５条

、第７条、第８条の３及び第２２条の

規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「

及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条

の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３５条の２

の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第２２条第

１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第

３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２の２

第５項の上場株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第５条

、第７条      及び第２２条の

規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「

及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条

の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３５条の２

の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第２２条第

１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第

３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の４第４

項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合における第３条、第５条、

第７条、第８条の３及び第２２条の規

定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、「同条第２項」

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の４第４

項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合における第３条、第５条、

第７条      及び第２２条の規

定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、「同条第２項」
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とあるのは「法第３１４条の２第２項

」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額

」と、第２２条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 

とあるのは「法第３１４条の２第２項

」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額

」と、第２２条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の３第５

項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第５条、第７条、第

８条の３及び第２２条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、第２

２条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とする

。 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の３第５

項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第５条、第７条  

    及び第２２条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、第２

２条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とする

。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

（特例適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 
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１５ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項に規定する特例

適用利子等、同法第１２条第５項に規

定する特例適用利子等又は同法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第３条、第５条、第７条、第８条

の３及び第２２条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「山林所得金額並びに外国居住

者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和

３７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条第

２項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以下

この条及び第２２条第１項において「

特例適用利子等の額」という。）の合

計額から法第３１４条の２第２項」と

、「山林所得金額の合計額（」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「

若しくは山林所得金額又は特例適用利

子等の額」と、第２２条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額」とする

。 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項に規定する特例

適用利子等、同法第１２条第５項に規

定する特例適用利子等又は同法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合にお

ける第３条、第５条、第７条    

  及び第２２条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「山林所得金額並びに外国居住

者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和

３７年法律第１４４号）第８条第２項

（同法第１２条第５項及び第１６条第

２項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以下

この条及び第２２条第１項において「

特例適用利子等の額」という。）の合

計額から法第３１４条の２第２項」と

、「山林所得金額の合計額（」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「

若しくは山林所得金額又は特例適用利

子等の額」と、第２２条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額」とする

。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険 （特例適用配当等に係る国民健康保険
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税の課税の特例） 税の課税の特例） 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第４項に規定す

る特例適用配当等、同法第１２条第６

項に規定する特例適用配当等又は同法

第１６条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び雑

所得を有する場合における第３条、第

５条、第７条、第８条の３及び第２２

条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第４項（同法第

１２条第６項及び第１６条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条及

び第２２条第１項において「特例適用

配当等の額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「山林

所得金額の合計額（」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は特例適用配当等の額

」と、第２２条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用配当等の額」とする。 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第４項に規定す

る特例適用配当等、同法第１２条第６

項に規定する特例適用配当等又は同法

第１６条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び雑

所得を有する場合における第３条、第

５条、第７条      及び第２２

条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第８条第４項（同法第

１２条第６項及び第１６条第３項にお

いて準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条及

び第２２条第１項において「特例適用

配当等の額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「山林

所得金額の合計額（」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は特例適用配当等の額

」と、第２２条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民 １７ 世帯主又はその世帯に属する国民
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健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例法

」という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第５条、第７条、第８条の３及び

第２２条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の

額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額」と、第２

２条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額

」とする。 

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例法

」という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第５条、第７条      及び

第２２条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の

額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額」と、第２

２条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額

」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険 （条約適用配当等に係る国民健康保険
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税の課税の特例） 税の課税の特例） 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第５条、第７条、第８条の３及び

第２２条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額」と、第２

２条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額

」とする。 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第５条、第７条      及び

第２２条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額」と、第２

２条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額

」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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（適用区分） 

２ この条例による改正後の西条市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。 
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提案理由 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）が施行

されたこと等に伴い、及び令和８年度の国民健康保険税の税率を定めるため、所要の

条例改正を行おうとするものである。 
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議案第４９号 

 

西条市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 
西条市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 
令和８年６月９日提出  

 
西条市長  越 智 三 義 
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西条市介護保険条例の一部を改正する条例 

西条市介護保険条例（平成１６年西条市条例第１３７号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１３ （略） １３ （略） 

（令和８年度における前年度非課税者

に係る保険料の減免） 

 

１４ 第１号被保険者又はその属する世

帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに

令和７年度及び令和８年度の各年度分

の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による市町村民税が課され

ていない者で令附則第２５条の規定に

より令和８年度分の同法の規定による

市町村民税が課されているものとみな

されることとなるもの（以下「みなし

課税者」という。）がいる場合であっ

て、そのみなされることにより当該第

１号被保険者の令和８年度分の保険料

に係る保険料段階（第４条第１項各号

に掲げる区分をいう。以下同じ。）

が、当該みなし課税者に令附則第２５

条の規定の適用がないものとした場合

に決定されるべき当該第１号被保険者

の令和８年度分の保険料に係る保険料

段階（次項において「令附則第２５条

非適用保険料段階」という。）よりも

保険料率の高い保険料段階に決定され

るときは、当該第１号被保険者の令和

８年度分の保険料を減免する。 

 

１５ 前項の規定による減免後の令和８  
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年度分の保険料の額は、令附則第２５

条非適用保険料段階の保険料率により

算定した保険料の額とする。 

１６ 附則第１４項の規定による保険料

の減免については、保険料の納付義務

者の申請を要しない。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第４２０号）が施行され

たことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

 

関係法令 

介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

(保険料の減免等) 

第１４２条 市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保

険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 
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議案第５０号 

 

西条市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 
西条市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 
令和８年６月９日提出  

 
西条市長  越 智 三 義 
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西条市印鑑条例の一部を改正する条例 

西条市印鑑条例（平成１６年西条市条例第１５３号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付申請等） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の交付申請等） 

第１７条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録の証明を受けようとする者

は、個人番号カード用利用者証明用電

子証明書（電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３

号。以下「公的個人認証法」という。

）第２２条第１項に規定する個人番号

カード用利用者証明用電子証明書をい

う。）が記録された個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カードをい

う。）、特定在留カード（出入国管理及

び難民認定法（昭和２６年政令第３１

９号）第１９条の１５の２第１項に規

定する特定在留カードをいう。）若し

くは特定特別永住者証明書（日本国と

の平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）第１６条の

２第１項に規定する特定特別永住者証

明書をいう。）又は移動端末設備用利

用者証明用電子証明書（公的個人認証

法第３５条の２第１項に規定する移動

端末設備用利用者証明用電子証明書を

第１７条 前２条の規定にかかわらず、

印鑑登録の証明を受けようとする者

は、個人番号カード用利用者証明用電

子証明書（電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関

する法律（平成１４年法律第１５３

号。以下「公的個人認証法」という。

）第２２条第１項に規定する個人番号

カード用利用者証明用電子証明書をい

う。）が記録された個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カードをい

う。）              

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

       又は移動端末設備用利

用者証明用電子証明書（公的個人認証

法第３５条の２第１項に規定する移動

端末設備用利用者証明用電子証明書を
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いう。）が記録された移動端末設備

（電気通信事業法（昭和５９年法律第

８６号）第１２条の２第４項第３号ロ

に規定する移動端末設備をいう。）を

利用して、自ら多機能端末機（本市の

電子計算機と電気通信回線で接続され

た端末機であって、印鑑登録証明書を

自動的に交付する機能を有するものを

いう。）に暗証番号その他必要な事項

を入力することにより、市長に印鑑登

録証明書の交付を申請することができ

る。 

いう。）が記録された移動端末設備

（電気通信事業法（昭和５９年法律第

８６号）第１２条の２第４項第２号ロ

に規定する移動端末設備をいう。）を

利用して、自ら多機能端末機（本市の

電子計算機と電気通信回線で接続され

た端末機であって、印鑑登録証明書を

自動的に交付する機能を有するものを

いう。）に暗証番号その他必要な事項

を入力することにより、市長に印鑑登

録証明書の交付を申請することができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第５９号）が

施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第５１号 

 

西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

 
西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 
令和８年６月９日提出  

 
西条市長  越 智 三 義 
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西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

西条市市営住宅設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１９４号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

団地名 位置 

（略）  

  

（略）  
 

団地名 位置 

（略）  

妙口団地 西条市小松町妙口甲８８番地 

（略）  
 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

西条市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した妙口団地を廃止するため、

所要の条例改正を行おうとするものである。 
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報告第４号 
 
   令和７年度西条市繰越明許費繰越計算書について 
 
 令和７年度西条市繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、報告す

る。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

                     西条市長  越 智 三 義 
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別紙　　令和７年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （一般会計）

円 円

1 2 総務費 1 総務管理費 移住促進事業 12,693,000 12,693,000

2
シティプロモーション推進事
業

17,342,000 17,342,000

3
生活者支援・地域消費促進事
業

963,660,000 869,481,000

4 地域自治推進事業 2,967,000 2,967,000

5 3
戸籍住民基本台
帳費

住民基本台帳費 2,749,000 2,749,000

6
戸籍・除籍電算化システム関
係事業

4,807,000 4,807,000

7 3 民生費 2 児童福祉費
物価高対応子育て応援手当支
給事業

318,632,000 14,136,000

8 4 衛生費 1 保健衛生費 健幸都市推進事業 11,363,000 11,363,000

9 5 労働費 1 労働諸費 地域人材確保支援事業 19,984,000 19,984,000

10 6 農林水産業費 1 農業費
新基本計画実装・農業構造転
換支援関連事業

52,950,000 52,950,000

11
団体営震災対策農業水利施設
整備事業

4,000,000 4,000,000

12 団体営ほ場整備事業 72,941,000 58,076,000

13 7 商工費 1 商工費 地域産業活性化推進事業 82,572,000 82,572,000

14 8 土木費 1 土木管理費 木造住宅耐震改修事業 13,500,000 8,100,000

15 2 道路橋りょう費 橋りょう耐震化事業 4,529,000 4,529,000

16 楠浜北条線道路改良事業 157,756,000 157,125,000

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

番号 款
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

3,652,000 9,041,000
国庫補助事業の交付決定が令和8年度
から前倒しとなったため。

8,671,000 8,671,000
国庫補助事業の交付決定が令和8年度
から前倒しとなったため。

664,881,000 204,600,000
国庫補助事業の交付決定が遅れたた
め。

1,483,000 1,484,000
国庫補助事業の交付決定が令和8年度
から前倒しとなったため。

2,748,000 1,000
国庫補助事業の交付決定が遅れたた
め。

4,807,000 0
国庫補助事業の交付決定が遅れたた
め。

14,136,000 0
国庫補助事業の交付決定が遅れたた
め。

5,681,000 5,682,000
国庫補助事業の交付決定が令和8年度
から前倒しとなったため。

9,992,000 9,992,000
国庫補助事業の交付決定が令和8年度
から前倒しとなったため。

52,950,000 0
国庫補助事業の交付決定が遅れたた
め。

4,000,000 0
国庫補助事業の交付決定が遅れたた
め。

37,400,000 4,323,000 16,353,000
関連工事との日程調整に不測の日数
を要したため。

41,286,000 41,286,000
国庫補助事業の交付決定が令和8年度
から前倒しとなったため。

5,772,000 2,328,000
補助金等交付先の事業に不測の日数
を要したため。

1,762,000 2,767,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

84,765,000 35,500,000 36,860,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

左 の 財 源 内 訳
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別紙　　令和７年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （一般会計）

円 円

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

番号 款

17 8 土木費 2 道路橋りょう費 北条新田高松線道路改良事業 231,895,000 178,067,000

18 下田明理川線道路改良事業 48,663,000 41,673,000

19 橋りょう長寿命化事業 176,860,000 172,971,000

20 9 消防費 1 消防費 消防車両等整備事業 45,775,000 45,316,000

21 10 教育費 5 社会教育費 神戸公民館建設事業 332,841,000 332,841,000

2,578,479,000 2,093,742,000合　　　　　　　　　　　　　　　計
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

左 の 財 源 内 訳

97,900,000 19,000,000 61,167,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

22,912,000 4,500,000 14,261,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

94,018,000 49,500,000 29,453,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

45,200,000 116,000
資材調達等に不測の日数を要したた
め。

69,433,000 237,000,000 26,408,000
県補助事業の交付決定が遅れたた
め。

0 1,228,249,000 390,700,000 4,323,000 470,470,000
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関係法令 

地方自治法施行令 

（繰越明許費） 

第１４６条 地方自治法第２１３条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算

の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰

り越さなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、

翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第５号  
 
   令和７年度西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書について  
 
 令和７年度西条市公共下水道事業会計に係る支出予算の経費を別紙のとおり翌

年度に繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条

第３項の規定により、報告する。  
 
  令和８年６月９日提出  
 

西条市長  越 智 三 義  
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別紙　　令和７年度　西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

1 4 資本的支出 1 建設改良費 管渠改良事業 121,548,000 5,254,298 83,200,000

2 ポンプ場建設事業 1,311,000,000 855,014,000 365,436,000

3 処理場改良事業 275,652,000 218,633,040 57,000,000

1,708,200,000 1,078,901,338 505,636,000

番号 款 項 事 業 名 予算計上額

合　　　　　　　　　　　　　　　計

支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額
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国庫補助金 企業債
損益勘定

留保資金等

円 円 円 円 円

41,250,000 27,500,000 14,450,000 33,093,702 0
国の補正予算を財源として活用す
ることに伴い、発注までに時間を
要したため。

89,008,000 257,200,000 19,228,000 90,550,000 0
資材調達の遅れにより工程に遅れ
が生じたため。

28,500,000 25,600,000 2,900,000 18,960 0
国の補正予算を財源として活用す
ることに伴い、発注までに時間を
要したため。

158,758,000 310,300,000 36,578,000 123,662,662 0

左の財源内訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説明不用額
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関係法令  
 地方公営企業法  

（予算の繰越）  
第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、

年度内に支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、

その額を翌年度に繰り越して使用することができる。  
２ （略）  
３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方

公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、

報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告

しなければならない。  
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報告第６号  
 
   西条市土地開発公社の経営状況について  
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、

西条市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。  
 
  令和８年６月９日提出  
 
                     西条市長  越 智 三 義   
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関係法令  
 地方自治法  

（財政状況の公表等）  
第２４３条の３ （略）  
２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、

政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出し

なければならない。  
３ （略）  
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報告第７号 

 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公

益財団法人佐伯記念育英会の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義 
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関係法令 

地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第８号 
 
   株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式

会社西条産業情報支援センターの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 
 
  令和８年６月９日提出 
 
                       西条市長  越 智 三 義 
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関係法令 
 地方自治法 
 （財政状況の公表等） 
第２４３条の３ （略） 
２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければ

ならない。 
３ （略）  
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報告第９号 

 

市道百軒巷１号線の道路の側溝蓋不全による物損事故に伴う和解及び損 

害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 市道百軒巷１号線の道路の側溝蓋不全による物損事故に伴い、次のとおり和解する

こと及び損害賠償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規

定によりこれを報告する。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義 
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専決第４号  
 

専決処分書  
 
 市道百軒巷１号線の道路の側溝蓋不全による物損事故に伴う和解及び損害賠償の額

の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、次のとおり専決処分する。  
                  
 
  令和８年３月１０日  
 
 

西条市長  高 橋 敏 明  
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１ 和解の相手方  
愛媛県今治市蒼社町１丁目３番４７号  

有限会社伊予急便  
 
２ 和解の内容  

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、道路賠償責任保険から支払われる損害

賠償金の範囲内で相手方に支払う。  
(2) 損害賠償の額  

車両の損害に係る額 金１８７，７１１円  
(3) 本件示談のほか、双方の間には一切の債権債務関係がないことを確認する。  
(4) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。  
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提案理由  
市道百軒巷１号線の道路の側溝蓋不全による物損事故について、相手方と示談によ

る解決を図るため専決処分したので、これを報告するものである。  
 
関係法令  
 地方自治法  
 （議会の委任による専決処分）  
第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすること

ができる。  
２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。  
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報告第１０号 

 

物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 物損事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

 西条市長  越 智 三 義 
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専決第５号  
 
 

専決処分書  
 
 物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  
                  
 
  令和８年３月１０日  
 
 

西条市長  高 橋 敏 明  
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１ 和解の相手方  
省略  

 
２ 和解の内容  

(1)  相手方の車両の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済会  
から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。  

(2)  損害賠償の額  
車両の損害に係る額 金５２，９６５円  

(3)  双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。  
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提案理由  
西部支所駐車場内における車両物損事故について、相手方と示談による解決を図る

ため専決処分したので、これを報告するものである。  
 
関係法令  
 地方自治法  
 （議会の委任による専決処分）  
第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすること

ができる。  
２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。  
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報告第１１号 

 

   物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 物損事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

西条市長  越 智 三 義 
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専決第８号 

 

   専決処分書 

 

 物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和８年４月８日 

 

西条市長職務代理者 

西条市副市長 明比 卓志  
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１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の看板の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済会

から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

看板の損害に係る額 金４９２，８００円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 看板の損傷に係る物損事故について、相手方と示談による解決を図るため専決処

分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 
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報告第１２号  
 

権利の放棄について  
                                       
 西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により、

非強制徴収債権について権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、次

のとおり報告する。  
 
  令和８年６月９日提出  
 

西条市長  越 智 三 義  
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１ 放棄した債権の内容  
令和７年度以前に時効期間を経過した水道料金のうち、時効援用の申出がな

く、西条市債権管理条例第１６条各号の債権放棄事由に該当する債権  
 
２ 放棄した債権額等一覧 

上水道料金 

放棄事由 件 数 債権額（円） 

第２号（破産免責等） １ １，９６４ 

第７号（行方不明等） １０ ９５，８４２ 

合 計 １１ ９７，８０６ 

 
３ 債権を放棄した日  

 令和８年３月３１日
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提案理由 
水道料金債権の回収が著しく困難又は不能であると認められるため、西条市債権

管理条例第１６条の規定により権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、

議会に報告するものである。 
 

関係法令 
 西条市債権管理条例 

（債権の放棄） 
第１６条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄する

ことができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者と共に債務を負担す

る者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれに

も該当しないときは放棄することはできない。 

(1) （略） 

(2) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）第２０４条第１項その他の法令の規定により、債務者がその

責任を免れたとき。 

(3) ～(6) （略） 

(7) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、非強制徴収債権の徴

収の見込みがないと認められるとき。 

(8)、(9) （略） 

（報告） 
第１７条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところに

より議会に報告しなければならない。 
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